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小売業におけるカスタマーハラスメント対策
～従業員の安心・安全 と 顧客満足を両立するために～
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カスハラの背景と小売業の課題

■ 社会的背景

・カスタマーハラスメントの社会問題化

・厚労省ガイドライン策定、2026年度 対策義務化に向けた

法律が成立

■小売業の特徴と課題

・顧客との接点が多く、現場対応が中心

・多様な顧客層が存在→ リスク増

・従業員の心理的負担 → 離職リスクにも影響

■厚生労働省調査（令和5年度）より
過去3年間に従業員から相談があった企業の割合

27.9%
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自社の特徴と接客環境

■業態 198店舗展開※2025年11月末時点

・GMS（総合スーパー）：衣料・住居関連・食品

・食品スーパー：地域密着型、日常ニーズ対応

■特徴と課題

・顧客との接点が多く、現場対応が中心

・GMS：商品数・売場広く、対応複雑化

・食品スーパー：顔なじみ → 過剰要求・感情的言動が発生しやすい

【イトーヨーカドー】関東・東海・関西に92店舗展開。
都市型のスーパーマーケットとして、幅広い商品と
サービスで地域の暮らしを支えています。

【ヨークフーズ・ヨークマート・ヨークプライス・コンフォートマー
ケット】首都圏に106店舗展開。生鮮食品を中心に
地域の魅力を商品を提供。地域の食を支えています。
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自社におけるカスハラの定義と具体例

■ カスタマーハラスメントの定義

「要求内容の妥当性に照らして手段・態様が不相当で、

従業員の就業環境を害するもの」

■ カスタマーハラスメントの行為例 

・暴言・威圧的言動・土下座要求

・過剰要求

・人格否定・プライバシー侵害

・SNSでの誹謗中傷

●厚生労働省作成「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき策定
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自社におけるカスハラへの対応方針と体制

■ 基本方針

・不相当な言動・要求には毅然とした対応

・悪質時は警察・弁護士と連携し法的措置検討

■ 対応体制の整備

・現場→店長→本部→外部機関

・重大案件はお客様相談部・リスク統括部・総務部・

人事労務部と連携

本部関係部署
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具体的な取り組み ①マニュアル整備と研修

■ カスハラ対応マニュアル

・全店配布、事例別対応フロー明記

■研修体系

・新任役職者研修：事例ワークで対応力強化

・既存役職者研修：定期開催、最新事例共有・ロールプレイング
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具体的な取り組み ②メンタルケア体制の整備

■産業カウンセラーの自社内育成

・資格取得を社内で支援

・外部委託せず社内で対応

■カウンセリングルームの設置

・従業員が相談しやすい環境を整備
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具体的な取り組み ③労組連携と情報発信

■労組との連携

・労働組合・人事労務部・お客様相談部の定期ミーティング

・現場の声を吸い上げ、制度改善に反映

・従業員保護の観点で協働体制を強化

■ 情報発信（顧客・現場・社内）

・顧客向け：公式HPにカスハラ対応方針を掲出→ 社会的理解の促進と抑止効果

・現場向け：店内ポスター掲示→ 認識合わせ、従業員の安心感向上

・社内向け：バックルーム掲示＋イントラネット→ 従業員への周知徹底

■ 記録・共有

・本社でカスハラ案件を記録

・定期的に社内共有

バックルーム用

店内用

HP



9

成果と今後の方向性

■これまでの成果

・従業員の安心感向上（マニュアル・研修・情報発信による）

・対応の標準化（現場で迷わない仕組み）

・社内外からの評価

■今後の方向性

・グレーゾーン対応の明確化

・データ活用による予防策（VＯC分析）

・AI・デジタル支援（自動応対サポート）

・業界全体での情報共有と標準化
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